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（５）多様なキャリアコース （ 令和 4 年 6 月 1 日 ～ 令和 7 年 5 月 31 日 ） 
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〇男女の正社員の平均継続勤務年数（要件：女性の平均継続勤務年数÷男性の平均継続年数＞0.70）
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1おおむね30歳以上の女性の通常の労働者としての中途採用
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技術職・土木作業員の女性を、現員0人から3人以上に増加させる。
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〇管理職に占める女性労働者の割合
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私たち建設業界は、まだまだ男性が多く占めている業種で、女性従業員及び女性管理職も少数割合ですが、念願

のえるぼし認定をいただくことができました。 

今後は、プラチナえるぼし認定を目指し、これからも女性の活躍を推進する企業でありたいと思います。 

3 認定を受けてのコメント


